
◇総住宅数は57万5千戸で増加傾向。
◇高齢者夫婦・高齢者がいる世帯は持
ち家割合が7割を超える。

◇空き家率は全国の13.6%を下回る
11.1%であるが増加傾向。

◇空家の指標となる「その他の住宅」
の割合は、政令市平均3.9%を下回る
2.8%と最も低い水準。

◇人口分布の見通しでは、鉄道駅周辺
部は将来も一定数の人口集積が見込
まれるものの、郊外部で減少が予測。

◇管理不全な空家等の主な問題は、雑
草・樹木に関わるものが7割以上。

方向性１ 空家等になる以前からの情報提供

方向性２ 所有者等が不明にならない環境づくり

方向性３ 空家等の専門的な相談の充実

方向性４ 空家等の利活用の促進に関する取り組み

方向性５ 管理不全な空家等の適切な管理と除却の促進に関する取り組み

(1)所有者等への空家化抑制に関する情報提供・啓発の充実【拡充】＜重点＞
(2)既存住宅等の適切な管理【拡充】
(3)所有者等への財産整理、処分に関する情報提供の充実【新規】

(1)専門的な相談窓口の充実【拡充】＜重点＞
(2)関係団体等との連携と一層の活用【拡充】

(1)既存住宅等の利活用の促進【拡充】
(2)地域の主体的な取り組みに対する支援、新たな利活用方法の検討

【新規・拡充】

(1)民事基本法制の見直し等を踏まえた周知啓発の実施【新規】

(1)所有者等による自主的な改善を促す施策の実施【拡充】＜重点＞
(2)法令及び条例に基づく行政からの働きかけ【拡充】
(3)相続人不存在、不在者等の事案への対応【拡充】
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仙台市空家等対策計画（第２期）骨子案

地域住民が安全に安心して暮らすことのできる良好な居住環境の確保

基本理念

本市の空家等の現状

≪４年間の改善実績≫
特定空家等 57件

特定空家等以外 624件

≪現存する管理不全な空家等
（令和3年3月末時点）≫

特定空家等 27件
特定空家等以外 248件

計画期間 令和４年度～令和８年度 対象地区 市内全域

R030730ver

対象空家
等の種類

法第２条に規定される「特定空家等」を含めた「空家等」（将来的に空家
等となることが見込まれる建築物等も含む）

管理不全な空家等の解消
【重点】

空家等の利活用の促進

空家等に関する啓発及び適
切な管理の促進

現計画の取り組み

◇登記がされるようにするための不動
産登記制度の見直し

◇土地を手放すための制度（相続土地
国庫帰属制度）の創設

◇土地利用に関連する民法の規定の見
直し

新たな法改正の動き

調査に
関する事項

◇住宅・土地統計による空家数の把握
◇相談があった管理不全な空家等の把握
◇空家等の所有者調査の実施

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

◇空家等になる前からの情報提供
◇専門的な知識・対応が不可欠
◇不動産市場への誘導
◇雑草や樹木の継続的な管理
◇管理・除却費用の自己負担が困難
◇相続人・所有法人が不明

現状と取り組みから
抽出された課題

◇「終活」、遺言、財産処分、相続登
記などの早期からの情報提供と啓発。

◇市民に寄り添い、気兼ねなく相談で
きるよう相談窓口の充実等。

◇利活用の促進に関する対策をもっと
アピール。

◇管理不全な空家等の解消に向けて、
動産や跡地の処分の後押しの検討。

◇再建築が困難な空家に対する解体費
の助成の検討。

第１回部会等の主な意見

＜基本目標１＞
使用中の住宅等（空家予
備軍）に対する早期から
の啓発と適切な管理

＜基本目標２＞
空家等の利活用の更な
る促進と多様な主体と

の連携

＜基本目標３＞
管理不全な空家等の解
消と跡地活用の検討

今後の空家等対策の方向性

実施体制

◇対策の総括 ：市民局、都市整備局
◇市民からの相談 ：各区役所・総合支所
◇庁内の連絡調整等：庁内連絡会議
◇情報共有、連携 ：仙台市空き家対策ネットワーク会議
◇取組報告 ：仙台市安全安心街づくり推進会議
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